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マイナンバーカード
臨時窓口について
　次のとおり、休日の臨時窓口を開設します。
　マイナンバーカードの受け取りや申請、電子
証明書の更新などの手続きができます。
　なお、臨時窓口はすべて予約制です。
　予約がない場合、窓口は開設しませんのでご
注意ください。

※予約や予約の変更は、事前（直近の役場開庁日まで）に連絡
をお願いします。（当日の予約は受け付けていません。）
※臨時窓口の日時は変更する場合があります。また、日程は朝
日町ホームページにも掲載しています。
※平日は９時～16時40分の間で予約を受け付けています。
※電子証明書の更新には、マイナンバーカードとマイナンバー
カード交付時に設定した暗証番号が必要です。

予約・問い合わせ先
広報・町民課　TEL 377－5653

【休日臨時窓口】
５月31日（土）
９時～13時
（最終の受付は12時45分）
【夜間臨時窓口】
５月15日（木）、６月12日（木）
17時30分～19時30分
（最終の受付は19時15分）

　身近な相談パートナーである人権擁護委員が、家庭内の悩みご
とやトラブル、いじめや差別などの相談に応じます。相談は無料
で、秘密は固く守られます。
　お気軽にご相談ください。
　また、人権に関する展示等も行いますので是非お越しください。

暮らしの中の人権相談（特設人権相談）と
人権展示を実施します！

問い合わせ先　広報・町民課　TEL 377－5653

〇実 施 日　６月６日（金）
〇実施場所　朝日町教育文化施設
〇費　　用　無料
〇申　　込　不要
〇相 談 員　人権擁護委員
・特設人権相談
＜開設日＞　10時～12時、13時～15時
＜会　場＞　朝日町教育文化施設２階　会議室
・人権展示
＜時　間＞　10時～15時
＜会　場＞　朝日町教育文化施設１階　ロビー

　人権擁護委員は、地域社会で信頼されており、人格見識が
高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解の
ある人を市町村長が推薦し法務大臣が委嘱した方々です。朝
日町では３名の人権擁護委員が人権擁護活動を行っています。

人権擁護委員とは？

　４月１日付けで、朝日町担当の行政相談委員として、
渡邊裕二さんが引き続き総務大臣から委嘱されました。
　行政相談委員は、みなさんの身近なところで、国の
行政に関する苦情や要望をお聞きし、関係の役所に直
接、あるいは、三重行政監視行政相談センターを通じ
て連絡し、その改善の促進に努めています。

国の行政について、
○苦情がある、困っていることがある
○苦情を申し出たが、説明や措置などに納得が
　いかない
○苦情や困っていることなどについて、どこに
　相談してよいか分からない
　などというときには、行政相談委員にご相談くださ
い。

　また、次のところでも毎日、行政相談を受け付けてい
ますので、ご利用ください。
　なお、ご相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。

総務省　三重行政監視行政相談センター
　　　　行政監視行政相談課
〒514‒0033　津市丸之内26番８号
　　　　　　　津合同庁舎３階

行政苦情110番（電話：0570－090110）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/
soudan.html

問い合わせ先　総務課　TEL 377－5651

です私たちのまちの行政相談委員　渡邊　裕二さん

国や特殊法人等の行政に関する苦情・要望はお気軽にご相談ください


